
秩父市の保育料表

※ 表中の（ ）内の金額は、母子および父子世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯等に該当した場合の金額です。

（母子・父子・在宅障がい児（者）のいる世帯等に該当するかどうかには、一定の条件があります。詳細はこども課までお問

い合わせください。）

※ 税額は、住宅借入金控除、配当控除、寄付金控除等の税額控除適用前の金額で算定します。

※ 表中の金額は月額です。

(１) １号認定子どもの保育料表 （月額）

～ 認定こども園（幼稚園部分） ～

(２) ２号・３号認定子どもの保育料表 （月額）

～ 保育所（園）、認定こども園（保育所部分）、地域型保育 ～ ※年度途中で３歳になっても、その年度は３歳未満児です

４月～８月分については前年度、９月～翌年３月分は当年度の市町村民税額をもとに保育料を決定します。毎年９月に保育料の見

直しを行いますので、年度途中で金額が変更になる場合があります。
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